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(57)【要約】
【課題】超音波診断装置の操作を容易に簡素化し、操作
性を向上することである。
【解決手段】超音波診断装置１００は、キー操作入力を
受け付ける汎用のＰＣ用キーボード３が接続されるポー
トＰと、ポートＰへのＰＣ用キーボード３の接続を検出
するインターフェースドライバー部１９と、検出された
ＰＣ用キーボード３へのキー操作入力に対応してキーコ
ードを生成するキーボードドライバー部と、生成された
キーコードを超音波診断装置制御の操作情報に変換する
キーコード変換部２１と、変換された超音波診断装置制
御の操作情報に基づいて、超音波診断装置制御の処理を
実行するシステムコントローラー１１と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受信する超音波探触子と接続又は通信可能に構成され、前記超音波探触子が
受信する受信信号に基づいて、超音波画像を生成する超音波診断装置であって、
　キー操作入力を受け付ける汎用キーボードが接続されるポートと、
　前記ポートへの汎用キーボードの接続を検出する検出部と、
　前記検出された汎用キーボードへのキー操作入力に対応してキーコードを生成するキー
ボードドライバー部と、
　前記生成されたキーコードを超音波診断装置制御の操作情報に変換するキーコード変換
部と、
　前記変換された超音波診断装置制御の操作情報に基づいて、当該超音波診断装置制御の
処理を実行する制御部と、を備える超音波診断装置。
【請求項２】
　前記汎用キーボードの通常のキー入力のキーコードと超音波診断装置制御の操作情報と
を対応付けたキーコード設定情報を記憶する記憶部を備え、
　前記キーコード変換部は、前記記憶部に記憶されたキーコード設定情報を用いて、前記
生成されたキーコードを超音波診断装置制御の操作情報に変換する請求項１に記載の超音
波診断装置。
【請求項３】
　前記ポートは、
　超音波診断装置制御の操作入力用の第１のポートと、
　通常のキー入力用の第２のポートと、を有し、
　前記検出部は、
　前記第１のポートへの汎用キーボードの接続を検出する第１の検出部と、
　前記第２のポートへの汎用キーボードの接続を検出する第２の検出部と、を有し、
　前記キーボードドライバー部は、
　前記第１の検出部により検出された汎用キーボードへの操作入力に対応するキーコード
を生成する第１のキーボードドライバー部と、
　前記第２の検出部により検出された汎用キーボードへの操作入力に対応するキーコード
を生成して前記制御部に出力する第２のキーボードドライバー部と、を有し、
　前記キーコード変換部は、前記第１のキーボードドライバー部により生成されたキーコ
ードを超音波診断装置制御の操作情報に変換する請求項１又は２に記載の超音波診断装置
。
【請求項４】
　汎用キーボードの入力方式を超音波診断装置制御の操作又は通常のキー入力に設定する
入力方式設定部と、
　前記設定された入力方式に応じて、前記生成されたキーコードの出力先を前記キーコー
ド変換部又は前記制御部に切り替えて出力する切替部と、を備える請求項１又は２に記載
の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記汎用キーボードは、プログラマブルキーボードである請求項１から４のいずれか一
項に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断は、超音波探触子を体表から当てるという簡単な操作で心臓の拍動や胎児の
動きの様子が超音波画像として得られ、かつ安全性が高いため繰り返して検査を行うこと
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ができる。超音波診断を行うために用いられ、超音波画像を表示する超音波診断装置が知
られている。
【０００３】
　超音波診断装置は、診断画像を得るためのモード切替えや、画像から情報を得るための
制御に多くの操作を必要とする。検査者（使用者）が使いたいのは多くの場合決まり切っ
た一連の操作であり、理想としては１つのボタンを押せば特定のモード、制御状態に移行
することが望ましい。
【０００４】
　操作を簡単に行うために、専用の小型の操作デバイスが無線又は有線で接続され、所定
の検査の一連の作業工程について、各作業工程を１操作で行うワークフローシステム用の
リモート操作を当該操作デバイスで受け付ける超音波診断装置が知られている（特許文献
１参照）。
【０００５】
　また、超音波診断装置の本体内に操作内容（操作手順及びその処理内容）を登録し、登
録された本体操作で動作させることにより、類似の処理を行うことも行われていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１５３９０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上記従来の超音波診断装置の操作デバイスは装置専用であり、検査者にとって
汎用の使い慣れたものではない。また、操作デバイスは、超音波診断装置に備えられてい
る操作パネルの操作をそのまま代用するものでしかない。
【０００８】
　また、上記従来の超音波診断装置の本体内に操作内容を登録する方式の場合、異なる超
音波診断装置では超音波診断装置本体に一体の操作パネルも異なり、同じ操作手順を異な
る超音波診断装置で使用できないおそれがあった。
【０００９】
　本発明の課題は、超音波診断装置の操作を容易に簡素化し、操作性を向上することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の超音波診断装置は、
　超音波を送受信する超音波探触子と接続又は通信可能に構成され、前記超音波探触子が
受信する受信信号に基づいて、超音波画像を生成する超音波診断装置であって、
　キー操作入力を受け付ける汎用キーボードが接続されるポートと、
　前記ポートへの汎用キーボードの接続を検出する検出部と、
　前記検出された汎用キーボードへのキー操作入力に対応してキーコードを生成するキー
ボードドライバー部と、
　前記生成されたキーコードを超音波診断装置制御の操作情報に変換するキーコード変換
部と、
　前記変換された超音波診断装置制御の操作情報に基づいて、当該超音波診断装置制御の
処理を実行する制御部と、を備える。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記汎用キーボードの通常のキー入力のキーコードと超音波診断装置制御の操作情報と
を対応付けたキーコード設定情報を記憶する記憶部を備え、
　前記キーコード変換部は、前記記憶部に記憶されたキーコード設定情報を用いて、前記
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生成されたキーコードを超音波診断装置制御の操作情報に変換する。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の超音波診断装置において、
　前記ポートは、
　超音波診断装置制御の操作入力用の第１のポートと、
　通常のキー入力用の第２のポートと、を有し、
　前記検出部は、
　前記第１のポートへの汎用キーボードの接続を検出する第１の検出部と、
　前記第２のポートへの汎用キーボードの接続を検出する第２の検出部と、を有し、
　前記キーボードドライバー部は、
　前記第１の検出部により検出された汎用キーボードへの操作入力に対応するキーコード
を生成する第１のキーボードドライバー部と、
　前記第２の検出部により検出された汎用キーボードへの操作入力に対応するキーコード
を生成して前記制御部に出力する第２のキーボードドライバー部と、を有し、
　前記キーコード変換部は、前記第１のキーボードドライバー部により生成されたキーコ
ードを超音波診断装置制御の操作情報に変換する。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項１又は２に記載の超音波診断装置において、
　汎用キーボードの入力方式を超音波診断装置制御の操作又は通常のキー入力に設定する
入力方式設定部と、
　前記設定された入力方式に応じて、前記生成されたキーコードの出力先を前記キーコー
ド変換部又は前記制御部に切り替えて出力する切替部と、を備える。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、請求項１から４のいずれか一項に記載の超音波診断装置にお
いて、
　前記汎用キーボードは、プログラマブルキーボードである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、超音波診断装置の操作を容易に簡素化でき、操作性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施の形態の第１の超音波診断装置の機能構成を示すブロック図
である。
【図２】第１の設定処理を示すフローチャートである。
【図３】キーコード設定画面を示す図である。
【図４】第２の実施の形態の第２の超音波診断装置の機能構成を示すブロック図である。
【図５】第３の実施の形態の第３の超音波診断装置の機能構成を示すブロック図である。
【図６】第２の設定処理を示すフローチャートである。
【図７】入力方式選択画面を示す図である。
【図８】ドライバー選択画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　添付図面を参照して本発明に係る第１～第３の実施の形態を順に詳細に説明する。なお
、本発明は、図示例に限定されるものではない。
【００１８】
　（第１の実施の形態）
　図１～図３を参照して、本発明に係る第１の実施の形態を説明する。先ず、図１を参照
して、本実施の形態の装置構成を説明する。図１は、第１の実施の形態の超音波診断装置
１００の機能構成を示すブロック図である。
【００１９】
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　本実施の形態の超音波診断装置１００は、患者等の被検体に対してＢ（Brightness）モ
ード又はＣ（カラードップラー、Color Flow Mapping）モード用の送信超音波を送信する
とともに、受信した被検体内からの反射超音波に応じた受信信号に基づいて被検体内の内
部状態を超音波画像（Ｂモード画像又はＣモード画像）として画像化して表示する。Ｂモ
ード画像は、被検体の内部の状態を輝度で表した断層画像である。Ｃモード画像は、被検
体の血液の流れを超音波探触子２に近づく方向の赤と遠ざかる方向の青とで表したカラー
フロー画像と、Ｂモード画像と、を合成した断層画像である。
【００２０】
　なお、本実施の形態では、超音波診断装置１００として、Ｂモード及びＣモードの機能
を備えるものを例示するが、これらの機能に限られない。例えば、Ｂモード、Ｃモードの
機能に代えて、又は加えて、ＭモードやＰＷＤ（Pulse Wave Doppler）モード、ＣＷＤ（
Continuous Wave Doppler）モード、その他各種モードなどの機能を備える構成に適用し
てもよく、他の実施の形態でも同様である。
【００２１】
　図１に示すように、超音波診断装置１００は、超音波診断装置本体１と、超音波探触子
２と、表示部１６と、操作パネル１７と、ＰＣ（Personal Computer）用キーボード３と
、を備える。
【００２２】
　超音波探触子２は、ケーブル（図示略）を介して超音波診断装置本体１に有線接続され
ている。超音波探触子２は、圧電素子からなる複数の振動子（図示略）を備えており、こ
の振動子は、例えば、方位方向に一次元アレイ状に複数配列されている。本実施の形態で
は、例えば、１９２個の振動子を備えた超音波探触子２を用いているものとする。なお、
振動子は、二次元アレイ状に配列されたものであってもよい。また、振動子の個数は、任
意に設定することができる。また、本実施の形態では、超音波探触子２について、リニア
走査方式の電子スキャンプローブを採用するものとするが、電子走査方式あるいは機械走
査方式の何れを採用してもよく、セクタ走査方式あるいはコンベックス走査方式の何れの
方式を採用することもできる。また、超音波探触子２は、ＵＷＢ（Ultra Wide Bind）等
の無線通信方式により、超音波診断装置本体１に無線接続される構成としてもよい。
【００２３】
　超音波診断装置本体１は、制御部又は入力方式設定部としてのシステムコントローラー
１１と、送受信部１２と、Ｂモード処理部１３と、Ｃモード処理部１４と、画像処理部１
５と、操作パネルインターフェース部１８と、インターフェースドライバー部１９と、キ
ーボードドライバー部２０と、キーコード変換部２１と、記憶部としての設定情報記憶部
２２と、を備える。また、超音波診断装置本体１は、ＰＣ用キーボード３等の外部周辺機
器のコネクターの接続口としてのポートＰが設けられている。ポートＰの通信方式は、Ｕ
ＳＢ（Universal Serial Bus）であるものとして説明するが、これに限定されるものでは
なく、ＰＳ／２等、他の通信方式としてもよい。
【００２４】
　システムコントローラー１１は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、記憶
部、ＲＡＭ（Random Access Memory）を備えて構成され、記憶部に記憶されているシステ
ムプログラム等の各種処理プログラムを読み出してＲＡＭに展開し、展開したプログラム
に従って超音波診断装置１００の各部を制御する。記憶部は、半導体等の不揮発メモリー
等により構成され、超音波診断装置１００に対応するシステムプログラム及び該システム
プログラム上で実行可能な各種処理プログラムや、各種データ等を記憶する。これらのプ
ログラムは、コンピューターが読み取り可能なプログラムコードの形態で格納され、ＣＰ
Ｕは、当該プログラムコードに従った動作を逐次実行する。ＲＡＭは、ＣＰＵにより実行
される各種プログラム及びこれらプログラムに係るデータを一時的に記憶するワークエリ
アを形成する。図１では、システムコントローラー１１から超音波診断装置１００の各部
への制御線を省略しているものとし、以下の他の実施形態でも同様である。
【００２５】
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　送受信部１２は、システムコントローラー１１の制御に従って、超音波発生用の電気信
号である駆動信号（送信信号）を生成して超音波探触子２に入力し、送信超音波を発生さ
せる回路を備える送信部と、システムコントローラー１１の制御に従って、超音波探触子
２から反射超音波に対応する電気信号の受信信号を受信する受信部と、からなる。受信部
は、例えば、増幅器、Ａ／Ｄ変換回路、整相加算回路を備える。
【００２６】
　受信部は、入力された受信信号に対して、増幅器により、振動子毎に対応した個別経路
毎に、予め設定された所定の増幅率で増幅し、Ａ／Ｄ変換回路により、増幅されたアナロ
グの受信信号をデジタルの受信信号に変換し、整相加算回路により、Ａ／Ｄ変換された受
信信号に対して、振動子毎に対応した個別経路毎に遅延時間を与えて時相を整え、これら
を加算（整相加算）して音線データを生成する。送受信部１２は、Ｂモード時において、
Ｂモード画像用の駆動信号を超音波探触子２に送信して、Ｂモード画像用の音線データを
生成する。また、送受信部１２は、Ｃモード時において、Ｂモード画像用の送信信号とカ
ラーフロー画像用の送信信号とを超音波探触子２に送信して、Ｂモード画像用及びカラー
フロー画像用の音線データを生成する。
【００２７】
　Ｂモード処理部１３は、システムコントローラー１１の制御に従って、送受信部１２か
ら入力されたＢモード画像用の音線データに対して包絡線検波処理や対数増幅等を実施し
、ゲインの調整等を行って輝度変換することにより、Ｂモード画像データを生成する。す
なわち、Ｂモード画像データは、受信信号の強さを輝度によって表したものである。
【００２８】
　Ｃモード処理部１４は、システムコントローラー１１の制御に従って、送受信部１２か
ら入力されたカラーフロー画像用の音線データに対して、例えば、直交検波、コーナータ
ーン制御、ＭＩＴフィルター、相関演算、データ変換、ノイズカットフィルター、フレー
ム間フィルター、Ｃモード画像変換（色付け）の処理を施して、被検体の血流の速度を赤
及び青で表現したカラーフロー画像データを生成する。なお、Ｃモード処理部１４は、被
検体の血流の速度、パワー、分散を色で表現したカラーフロー画像データを生成する構成
としてもよい。
【００２９】
　画像処理部１５は、システムコントローラー１１の制御に従って、Ｂモード時に、Ｂモ
ード処理部１３から入力されたＢモード画像データを画像メモリー部（図示略）に記憶し
てフレーム毎に読み出し、表示部１６に表示させるための座標変換等の変換を施してＢモ
ード画像の画像信号として表示部１６に出力して、Ｂモード画像を表示部１６に表示させ
る。また、画像処理部１５は、システムコントローラー１１の制御に従って、Ｃモード時
に、Ｂモード処理部１３から入力されたＢモード画像データを画像メモリー部に記憶する
とともに、Ｃモード処理部１４から入力されたカラーフロー画像データを画像メモリー部
に記憶し、同じフレームのＢモード画像データ及びカラーフロー画像データを画像メモリ
ー部から読み出して合成してＣモード画像データを生成し、表示部１６に表示させるため
の座標変換等の変換を施してＣモード画像の画像信号として表示部１６に出力して、Ｃモ
ード画像を表示部１６に表示させる。
【００３０】
　表示部１６は、超音波診断装置本体１に固定的に接続された表示部である。表示部１６
は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＣＲＴ（Cathode-Ray Tube）ディスプレイ、有
機ＥＬ（Electronic Luminescence）ディスプレイ、無機ＥＬディスプレイ、プラズマデ
ィスプレイ等の表示装置である。表示部１６は、画像処理部１５から入力された画像信号
に従って表示画面上にＢモード画像又はＣモード画像の表示を行う。
【００３１】
　操作パネル１７は、超音波診断装置本体１に一体的に接続された操作部である。操作パ
ネル１７は、例えば、診断開始を指示するコマンドや被検体の個人情報等のデータの入力
等の各種操作入力を受け付ける各種スイッチ、ボタン、エンコーダー（ダイヤル）、トラ
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ックボール等を備えており、受け付けた操作に基づく各種操作信号を操作パネルインター
フェース部１８に出力する。
【００３２】
　操作パネルインターフェース部１８は、システムコントローラー１１の制御に従って、
操作パネル１７と超音波診断装置本体１（システムコントローラー１１）との間の通信を
介する通信部であり、操作パネル１７から入力された各種操作信号を超音波診断装置１０
０の制御のための操作情報（超音波診断装置制御の操作情報）に変換してシステムコント
ローラー１１に出力する。また、操作パネルインターフェース部１８は、キーコード変換
部２１から入力された超音波診断装置制御の操作情報をシステムコントローラー１１に出
力する。
【００３３】
　ＰＣ用キーボード３は、外付けのＰＣ用の汎用キーボードであり、ケーブル及び当該ケ
ーブルを介したポートＰの通信方式（ＵＳＢ）のポートＰ接続用のコネクターを有する。
ＰＣ用キーボード３は、例えば、各種文字入力キー、ファンクションキー、カーソルキー
、数字入力キー等のキーを有し、コネクターがポートＰに接続された状態で、検査者のキ
ー操作入力を受け付け、そのキー入力信号をインターフェースドライバー部１９に出力す
る。
【００３４】
　インターフェースドライバー部１９は、操作パネル１７と超音波診断装置本体１（シス
テムコントローラー１１）との間の通信を介する通信部であり、システムコントローラー
１１の制御に従って、ソフトウェアとしてのインターフェースドライバーがＣＰＵにより
実行されて当該通信機能を実現する機能部である。インターフェースドライバー部１９は
、ポートＰに接続されたＰＣ用キーボード３から入力されたキー入力信号をキーボードド
ライバー部２０に出力する。また、インターフェースドライバー部１９は、ポートＰにＰ
Ｃ用キーボード３が接続されたことを検出する機能を有する。
【００３５】
　キーボードドライバー部２０は、システムコントローラー１１の制御に従って、超音波
診断装置本体１（のポートＰ）に接続されたＰＣ用キーボード３を制御し、システムコン
トローラー１１で実行されるアプリケーションソフトウェアに抽象化したインターフェー
スを提供し、ソフトウェアとしてのキーボードドライバーがＣＰＵにより実行されて当該
提供機能を実現する機能部である。本実施の形態では、キーボードドライバー部２０のキ
ーボードドライバーとして、１０６日本語キーボードドライバーが予め設定されているも
のとする。キーボードドライバーは、例えば、システムコントローラー１１の記憶部に記
憶されているものとする。キーボードドライバー部２０は、インターフェースドライバー
部１９から入力されたキー入力信号をＰＣ用キーボード３のキーコードに変換してキーコ
ード変換部２１に出力する。
【００３６】
　キーコード変換部２１は、システムコントローラー１１の制御に従って、設定情報記憶
部２２からキーコード設定情報を読み出し、当該キーコード設定情報に基づいて、キーボ
ードドライバー部２０から入力されたＰＣ用キーボード３のキーコードを超音波診断装置
制御の操作情報に変換して、操作パネルインターフェース部１８に出力する。
【００３７】
　設定情報記憶部２２は、フラッシュメモリー等の不揮発性メモリー又はＲＡＭにより構
成され、システムコントローラー１１の制御に従って、ＰＣ用キーボード３のキーコード
と、操作パネル１７に対応する超音波診断装置制御の操作情報と、を対応付けたキーコー
ド設定情報を記憶する。
【００３８】
　超音波診断装置１００の超音波診断装置本体１が備える各部について、各々の機能ブロ
ックの一部又は全部の機能は、集積回路などのハードウェア回路として実現することがで
きる。集積回路とは、例えばＬＳＩ（Large Scale Integration）であり、ＬＳＩは集積
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度の違いにより、ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称される
こともある。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プ
ロセッサで実現してもよいし、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）やＬＳＩ内
部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用し
てもよい。また、各々の機能ブロックの一部又は全部の機能をソフトウェアにより実行す
るようにしてもよい。この場合、このソフトウェアは一つ又はそれ以上のＲＯＭなどの記
憶媒体、光ディスク、又はハードディスクなどに記憶されており、このソフトウェアが演
算処理器により実行される。また、他の実施の形態の超音波診断装置本体１Ａ，１Ｂの各
部についても同様である。
【００３９】
　次に、図２及び図３を参照して、超音波診断装置１００の動作を説明する。図２は、第
１の設定処理を示すフローチャートである。図３は、キーコード設定画面２００を示す図
である。なお、本実施形態において、図３のキーコード設定画面２００は、Ｂモード、Ｃ
モードの機能を一例とした場合のキーコード設定画面である。
【００４０】
　超音波診断装置１００を検査者が使用するにあたり、ＰＣ用キーボード３を用いて、超
音波診断における各種操作を行うものとする。超音波診断装置本体１において、ＰＣ用キ
ーボード３がポートＰに接続されていない状態で、第１の設定処理が実行される。例えば
、操作パネル１７を介して、検査者から第１の設定処理の実行指示が操作入力されたこと
をトリガとして、システムコントローラー１１が記憶部に記憶された第１の設定プログラ
ムに基づいて第１の設定処理を実行する。
【００４１】
　図２に示すように、先ず、システムコントローラー１１は、ＰＣ用キーボード３のキー
コードと超音波診断装置１００の超音波診断装置制御の操作情報との対応付けを設定する
ためのキーコード設定画面情報を表示部１６に表示する（ステップＳ１１）。キーコード
設定画面情報により、例えば、図３に示すキーコード設定画面２００が表示される。
【００４２】
　キーコード設定画面２００は、ＰＣ用キーボード３のキーコードの指定入力を受け付け
る入力領域２０１と、当該キーコードの入力領域に対応する超音波診断装置制御の操作情
報（処理内容情報）の入力を受け付ける入力領域２０２と、を有する。
【００４３】
　そして、システムコントローラー１１は、操作パネル１７を介して、ＰＣ用キーボード
３のキーコードと超音波診断装置制御の操作情報とを対応付けるキーコード設定情報の入
力を受け付け、入力されたキーコード設定情報を設定情報記憶部２２に記憶し設定させ（
ステップＳ１２）、第１の設定処理を終了する。例えば、接続するＰＣ用キーボード３の
「Ｂ」入力キー、「Ｃ」入力キー、「Ｚ」入力キー、コントロールキー＋「Ｄ」入力キー
のキーコードが、それぞれ、Ｂモードボタン、Ｃモードボタン、ズーム　オン／オフ、深
さ＋の超音波診断装置制御の操作情報に対応付けられ、当該対応付けした組合せのキーコ
ード設定情報が設定情報記憶部２２に設定される。
【００４４】
　次いで、ＰＣ用キーボード３が検査者により超音波診断装置本体１のポートＰに接続さ
れる。このとき、インターフェースドライバー部１９は、ポートＰにＰＣ用キーボード３
が接続されたことを検出する。そして、ＰＣ用キーボード３は、検査者から超音波診断用
のキー操作入力を受け付け、入力されたキー入力信号をインターフェースドライバー部１
９に出力する。例えば、ＰＣ用キーボード３の「Ｂ」入力キーが押下され、そのキー入力
信号が出力される。
【００４５】
　インターフェースドライバー部１９は、検出されたＰＣ用キーボード３から入力された
キー入力信号をキーボードドライバー部２０に出力する。キーボードドライバー部２０は
、インターフェースドライバー部１９から入力されたキー入力信号をＰＣ用キーボード３



(9) JP 2017-209327 A 2017.11.30

10

20

30

40

50

のキーコードに変換してキーコード変換部２１に出力する。例えば、ＰＣ用キーボード３
の「Ｂ」のキー入力信号が、ＰＣ用キーボード３の「Ｂ」のキーコードに変換される。
【００４６】
　キーコード変換部２１は、設定情報記憶部２２からキーコード設定情報を読み出し、キ
ーコード設定情報を用いて、キーボードドライバー部２０から入力されたキーコードを超
音波診断装置制御の操作情報に変換して操作パネルインターフェース部１８に出力する。
例えば、ＰＣ用キーボード３の「Ｂ」のキーコードが、Ｂモードボタンの操作情報に変換
される。
【００４７】
　操作パネルインターフェース部１８は、キーコード変換部２１から入力された超音波診
断装置制御の操作情報を、システムコントローラー１１に出力する。例えば、Ｂモードボ
タンの操作情報がシステムコントローラー１１に出力される。システムコントローラー１
１は、Ｂモードボタンの操作情報に応じて、Ｂモードへのモード変更の処理を実行する。
【００４８】
　以上、本実施の形態によれば、超音波診断装置１００は、キー操作入力を受け付ける汎
用のＰＣ用キーボード３が接続されるポートＰと、ポートＰへのＰＣ用キーボード３の接
続を検出するインターフェースドライバー部１９と、検出されたＰＣ用キーボード３への
キー操作入力に対応してキーコードを生成するキーボードドライバー部と、生成されたキ
ーコードを超音波診断装置制御の操作情報に変換するキーコード変換部２１と、変換され
た超音波診断装置制御の操作情報に基づいて、超音波診断装置制御の処理を実行するシス
テムコントローラー１１と、を備える。
【００４９】
　このため、超音波診断装置の操作を容易に簡素化でき、操作性を向上することができる
。特に、異なる超音波診断装置であっても、同じＰＣ用キーボード３を用意して設定及び
接続するだけで、同様の超音波診断装置制御の操作入力受付を提供できる。さらに、外付
けのＰＣ用キーボード３により操作入力を受け付けるので、ＰＣ用キーボード３のケーブ
ルを介して遠隔操作を行うことができる。
【００５０】
　また、超音波診断装置１００は、汎用キーボードの通常のキー入力のキーコードと超音
波診断装置制御の操作情報とを対応付けたキーコード設定情報を記憶する設定情報記憶部
２２を備え、キーコード変換部２１は、設定情報記憶部２２に記憶されたキーコード設定
情報を用いて、生成されたキーコードを超音波診断装置制御の操作情報に変換する。この
ため、キーコードを超音波診断装置制御の操作情報に容易に変換でき、キーコード設定情
報を変更設定することで、キーコードと超音波診断装置制御の操作情報との対応付けを任
意に変更できる。
【００５１】
　（第２の実施の形態）
　図４を参照して、本発明に係る第２の実施の形態を説明する。
【００５２】
　先ず、図４を参照して、本実施の形態の超音波診断装置１００Ａの装置構成を説明する
。図４は、第２の実施の形態の超音波診断装置１００Ａの機能構成を示すブロック図であ
る。但し、超音波診断装置１００Ａのうち、第１の実施の形態の超音波診断装置１００と
同様の部分には、同じ符号を付して、その説明を省略する。
【００５３】
　超音波診断装置１００Ａは、超音波診断装置本体１Ａと、超音波探触子２と、表示部１
６と、操作パネル１７と、ＰＣ用キーボード３と、を備える。超音波診断装置本体１Ａは
、システムコントローラー１１と、送受信部１２と、Ｂモード処理部１３と、Ｃモード処
理部１４と、画像処理部１５と、操作パネルインターフェース部１８と、インターフェー
スドライバー部１９，１９Ａと、キーボードドライバー部２０，２０Ａと、キーコード変
換部２１と、設定情報記憶部２２と、を備える。また、超音波診断装置本体１Ａは、ＰＣ
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用キーボード３等の外部周辺機器のコネクターの接続口としての２つのポートＰ１，Ｐ２
が設けられている。ポートＰ１，Ｐ２の通信方式は、ＵＳＢであるものとして説明するが
、これに限定されるものではない。
【００５４】
　ポートＰ１は、ＰＣ用キーボード３を超音波診断装置制御の操作入力用のキーボードと
して使用するためのポートであるものとする。ポートＰ２は、ＰＣ用キーボード３を文字
入力等の通常のキー操作入力用のキーボードとして使用するためのポートであるものとす
る。
【００５５】
　インターフェースドライバー部１９、キーボードドライバー部２０は、ポートＰ１に接
続されたＰＣ用キーボード３に対応して動作する。インターフェースドライバー部１９Ａ
は、インターフェースドライバー部１９と同様のインターフェースドライバー部であるが
、ポートＰ２に接続されたＰＣ用キーボード３から入力されたキー入力信号をキーボード
ドライバー部２０Ａに出力する。また、インターフェースドライバー部１９Ａは、ポート
Ｐ２にＰＣ用キーボード３が接続されたことを検出する機能を有する。
【００５６】
　キーボードドライバー部２０Ａは、キーボードドライバー部２０と同様のキーボードド
ライバー部であるが、インターフェースドライバー部１９Ａから入力されたキー入力信号
をＰＣ用キーボード３のキーコードに変換してシステムコントローラー１１に出力する。
【００５７】
　次に、超音波診断装置１００Ａの動作を説明する。超音波診断装置１００Ａにおいて、
ＰＣ用キーボード３が超音波診断装置本体１ＡのポートＰ１，Ｐ２に接続されていない状
態で、図２の第１の設定処理が実行される。
【００５８】
　次いで、ＰＣ用キーボード３が検査者により超音波診断装置本体１のポートＰ１に接続
された場合、第１の実施の形態と同様に、インターフェースドライバー部１９、キーボー
ドドライバー部２０、キーコード変換部２１、設定情報記憶部２２、操作パネルインター
フェース部１８の動作により、ポートＰ１に接続されたＰＣ用キーボード３の超音波診断
操作のキー入力信号が最終的に超音波診断装置制御の操作情報に変換されて、システムコ
ントローラー１１に入力される。
【００５９】
　また、ＰＣ用キーボード３が検査者により超音波診断装置本体１のポートＰ２に接続さ
れた場合、インターフェースドライバー部１９Ａは、ポートＰ２にＰＣ用キーボード３が
接続されたことを検出する。そして、ＰＣ用キーボード３は、検査者から通常操作のキー
操作入力を受け付け、入力されたキー入力信号をインターフェースドライバー部１９に出
力する。
【００６０】
　インターフェースドライバー部１９Ａは、検出されたＰＣ用キーボード３から入力され
たキー入力信号をキーボードドライバー部２０Ａに出力する。キーボードドライバー部２
０Ａは、インターフェースドライバー部１９Ａから入力されたキー入力信号をＰＣ用キー
ボード３のキーコードに変換してシステムコントローラー１１に出力する。
【００６１】
　以上、本実施の形態によれば、超音波診断装置１００Ａは、超音波診断装置１００と同
様の構成を有するとともに、超音波診断装置制御の操作入力用のポートＰ１と、通常のキ
ー入力用のポートＰ２と、ポートＰ１へのＰＣ用キーボード３の接続を検出するインター
フェースドライバー部１９と、ポートＰ２へのＰＣ用キーボード３の接続を検出するイン
ターフェースドライバー部１９Ａと、インターフェースドライバー部１９により検出され
たＰＣ用キーボード３への操作入力に対応するキーコードを生成するキーボードドライバ
ー部２０と、インターフェースドライバー部１９Ａにより検出されたＰＣ用キーボード３
への操作入力に対応するキーコードを生成してシステムコントローラー１１に出力するキ
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ーボードドライバー部２０Ａと、を備える。キーコード変換部２１は、キーボードドライ
バー部２０により生成されたキーコードを超音波診断装置制御の操作情報に変換する。
【００６２】
　このため、超音波診断装置の操作を容易に簡素化でき、操作性を向上することができる
とともに、検査者がＰＣ用キーボード３の接続先のポートを選択して接続するだけで、超
音波診断装置制御の操作と、通常のキー入力と、を容易に切り替えることができる。
【００６３】
　（第３の実施の形態）
　図５～図７を参照して、本発明に係る第３の実施の形態を説明する。
【００６４】
　先ず、図５を参照して、本実施の形態の超音波診断装置１００Ｂの装置構成を説明する
。図５は、第３の実施の形態の超音波診断装置１００Ｂの機能構成を示すブロック図であ
る。但し、超音波診断装置１００Ｂのうち、第１の実施の形態の超音波診断装置１００と
同様の部分には、同じ符号を付して、その説明を省略する。
【００６５】
　超音波診断装置１００Ｂは、超音波診断装置本体１Ｂと、超音波探触子２と、表示部１
６と、操作パネル１７と、ＰＣ用キーボード３と、を備える。超音波診断装置本体１Ｂは
、システムコントローラー１１と、送受信部１２と、Ｂモード処理部１３と、Ｃモード処
理部１４と、画像処理部１５と、操作パネルインターフェース部１８と、インターフェー
スドライバー部１９と、キーボードドライバー部２０と、キーコード変換部２１と、設定
情報記憶部２２と、切替部２３と、を備える。また、超音波診断装置本体１Ｂは、ＰＣ用
キーボード３等の外部周辺機器のコネクターの接続口としての２つのポートＰが設けられ
ている。
【００６６】
　キーボードドライバー部２０は、システムコントローラー１１の制御に従って、インタ
ーフェースドライバー部１９から入力されたキー入力信号をＰＣ用キーボード３のキーコ
ードに変換して切替部２３に出力する。
【００６７】
　切替部２３は、システムコントローラー１１の制御に従って、キーボードドライバー部
２０から入力されたキーコードの出力先をキーコード変換部２１又はシステムコントロー
ラー１１に切り替えて出力する。
【００６８】
　次に、図６及び図７を参照して、超音波診断装置１００Ｂの動作を説明する。図６は、
第２の設定処理を示すフローチャートである。図７は、入力方式選択画面３００を示す図
である。
【００６９】
　第１の実施の形態と同様に、超音波診断装置１００Ｂにおいて、ＰＣ用キーボード３が
超音波診断装置本体１ＢのポートＰに接続されていない状態で、第２の設定処理が実行さ
れる。例えば、操作パネル１７を介して、検査者から第２の設定処理の実行指示が操作入
力されたことをトリガとして、システムコントローラー１１が記憶部に記憶された第２の
設定プログラムに基づいて第２の設定処理を実行する。
【００７０】
　図６に示すように、第２の設定処理のステップＳ２１，Ｓ２２は、図２の第１の設定処
理のステップＳ１１，Ｓ１２と同様である。そして、システムコントローラー１１は、Ｐ
Ｃ用キーボード３の入力方式を選択するための入力方式選択画面情報を表示部１６に表示
する（ステップＳ２３）。入力方式選択画面情報により、例えば、図７に示す入力方式選
択画面３００が表示される。
【００７１】
　入力方式選択画面３００は、ラジオボタンにより、ＰＣ用キーボード３の入力方式の選
択入力を受け付ける入力領域３０１を有する。キーボード入力方式は、ステップＳ２２で
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設定されたキーコード設定情報に基づく超音波診断装置制御の操作、又は通常の文字入力
等の通常キー入力のいずれかである。入力方式選択画面３００は、ラジオボタンに限定さ
れるものではなく、例えば、ドロップダウンリストによりＰＣ用キーボード３の入力方式
の選択入力を受け付ける構成としてもよい。
【００７２】
　そして、システムコントローラー１１は、操作パネル１７を介して、ＰＣ用キーボード
３の入力方式の入力方式設定情報の入力を受け付け、入力された入力方式設定情報を設定
情報記憶部２２に記憶し設定させ（ステップＳ２４）、第２の設定処理を終了する。
【００７３】
　次いで、ＰＣ用キーボード３が検査者により超音波診断装置本体１のポートＰに接続さ
れる。このとき、インターフェースドライバー部１９は、ポートＰにＰＣ用キーボード３
が接続されたことを検出する。そして、ＰＣ用キーボード３は、検査者から超音波診断用
のキー操作入力を受け付け、入力されたキー入力信号をインターフェースドライバー部１
９に出力する。例えば、ＰＣ用キーボード３の「Ｂ」入力キーが押下され、そのキー入力
信号が出力される。
【００７４】
　インターフェースドライバー部１９は、ＰＣ用キーボード３から入力されたキー入力信
号をキーボードドライバー部２０に出力する。キーボードドライバー部２０は、インター
フェースドライバー部１９から入力されたキー入力信号をＰＣ用キーボード３のキーコー
ドに変換して切替部２３に出力する。例えば、ＰＣ用キーボード３の「Ｂ」のキー入力信
号が、ＰＣ用キーボード３の「Ｂ」のキーコードに変換される。
【００７５】
　システムコントローラー１１は、ＰＣ用キーボード３の検出に応じて、設定情報記憶部
２２から入力方式設定情報を読み出し、入力方式設定情報が超音波診断操作である場合に
、出力をキーコード変換部２１側にする制御情報を切替部２３に出力し、入力方式設定情
報が通常キー入力である場合に、出力をシステムコントローラー１１側にする制御情報を
切替部２３に出力する。
【００７６】
　切替部２３は、システムコントローラー１１からの制御情報に応じて、キーボードドラ
イバー部２０から入力されたキーコードの出力先を切替えてキーコード変換部２１又はシ
ステムコントローラー１１に出力する。
【００７７】
　キーコード変換部２１が出力側である場合に、キーコード変換部２１は、設定情報記憶
部２２からキーコード設定情報を読み出し、キーコード設定情報を用いて、切替部２３か
ら入力されたキーコードを超音波診断装置制御の操作情報に変換して操作パネルインター
フェース部１８に出力する。操作パネルインターフェース部１８は、キーコード変換部２
１から入力された超音波診断装置制御の操作情報を、システムコントローラー１１に出力
する。例えば、Ｂモードボタンの操作情報がシステムコントローラー１１に出力される。
【００７８】
　システムコントローラー１１が出力側である場合に、例えば、ＰＣ用キーボード３の「
Ｂ」のキーコードがシステムコントローラー１１に出力される。
【００７９】
　以上、本実施の形態によれば、超音波診断装置１００Ｂは、超音波診断装置１００と同
様の構成を有するとともに、システムコントローラー１１は、ＰＣ用キーボード３の入力
方式を超音波診断装置制御の操作又は通常のキー入力に設定し、設定された入力方式に応
じて、生成されたキーコードの出力先をキーコード変換部２１又はシステムコントローラ
ー１１に切り替えて出力する切替部２３と、を備える。
【００８０】
　このため、超音波診断装置の操作を容易に簡素化でき、操作性を向上することができる
とともに、設定されたＰＣ用キーボード３の入力方式に応じて、超音波診断装置制御の操
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作と、通常のキー入力と、を容易に切り替えることができる。
【００８１】
　なお、上記各実施の形態における記述は、本発明に係る好適な超音波診断装置の一例で
あり、これに限定されるものではない。例えば、各実施の形態の少なくとも２つを組み合
わせる構成としてもよい。また、各実施の形態の超音波診断装置１００，１００Ａ，１０
０ＢにおけるポートＰ，Ｐ１，Ｐ２及びこれに接続される各機能部は、それぞれ複数とし
てもよい。
【００８２】
　例えば、上記各実施の形態では、有線の通信方式のＰＣ用キーボード３を超音波診断装
置１００，１００Ａ，１００Ｂに有線接続する構成としたが、これに限定されるものでは
ない。例えば、無線の通信方式のＰＣ用キーボードを超音波診断装置に無線接続する構成
としてもよい。この構成では、超音波診断装置において、インターフェースドライバー部
１９，１９Ａを、無線インターフェースドライバー部に替え、ポートＰ，Ｐ１，Ｐ２を無
線通信のポートに替える。
【００８３】
　また、上記各実施の形態では、超音波診断装置本体１，１Ａ，１Ｂのポートに接続する
ＰＣ用キーボード３のキーボードドライバーが予め設定されているものとしたが、これに
限定されるものではない。超音波診断装置のポートに接続するＰＣ用キーボード３のキー
ボードドライバーを選択可能な構成としてもよい。
【００８４】
　図８は、ドライバー選択画面４００を示す図である。超音波診断装置本体１，１Ａ，１
Ｂにおいて、ＰＣ用キーボード３がポートに接続されていない状態で、システムコントロ
ーラー１１は、ポートに接続するＰＣ用キーボード３のキーボードドライバーを選択する
ためのドライバー選択画面情報を表示部１６に表示する。ドライバー選択画面情報により
、例えば、図８に示すドライバー選択画面４００が表示される。ドライバー選択画面４０
０は、ドロップダウンリストにより、英語キーボード、日本語キーボード、ドイツ語キー
ボード、フランス語キーボードの各キーボードドライバーから一つの選択入力を受け付け
る入力領域４０１を有する。ドライバー選択画面４００は、ドロップダウンリストに限定
されるものではなく、例えば、ラジオボタンによりキーボードドライバーの選択入力を受
け付ける構成としてもよい。
【００８５】
　そして、システムコントローラー１１は、操作パネル１７を介して、キーボードドライ
バーを選択するドライバー設定情報の入力を受け付け、入力されたドライバー設定情報に
対応するキーボードドライバーをドライバーメモリー部（図示略）から読み出して、キー
ボードドライバー部２０に設定する。例えば、接続するＰＣ用キーボード３が英語キーボ
ードである場合に、検査者により英語キーボードのキーボードドライバーが選択され、当
該英語キーボードのキーボードドライバーが読み出されてキーボードドライバー部２０に
設定される。
【００８６】
　また、上記各実施の形態では、汎用キーボードとして、通常のキー操作入力が可能なＰ
Ｃ用キーボード３を用いる構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、超音
波診断装置に接続する汎用キーボードとしては、プログラマブルキーボードとしてもよい
。従来の操作内容を登録可能な超音波診断装置では、本体の処理能力や記憶能力の制限な
どにより登録できない操作内容があるおそれがあり、また、超音波診断装置本体の処理資
源を使うので処理速度が低下するおそれがある。これに対し、プログラマブルキーボード
を使用すれば、超音波診断装置本体の処理の一部をプログラマブルキーボードで実行でき
るため、操作内容（キーコード設定情報の内容）が登録できないことを防ぎ、超音波診断
装置の処理速度の低下を防ぐことができる。さらに、超音波診断装置に接続する汎用キー
ボードとしては、超音波診断装置に無線接続するタブレット端末等としてもよい。
【００８７】
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　また、以上の各実施の形態における超音波診断装置１００，１００Ａ，１００Ｂを構成
する各部の細部構成及び細部動作に関して本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜
変更可能である。
【符号の説明】
【００８８】
１００，１００Ａ，１００Ｂ　超音波診断装置
１，１Ａ，１Ｂ　超音波診断装置本体
１１　システムコントローラー
１２　送受信部
１３　Ｂモード処理部
１４　Ｃモード処理部
１５　画像処理部
１８　操作パネルインターフェース部
１９，１９Ａ　インターフェースドライバー部
２０，２０Ａ　キーボードドライバー部
２１　キーコード変換部
２２　設定情報記憶部
２３　切替部
２　超音波探触子
３　ＰＣ用キーボード
１６　表示部
１７　操作パネル
Ｐ，Ｐ１，Ｐ２　ポート

【図１】 【図２】
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